
　　　　　　　　　　　　　事業者からの照会

・周知の埋蔵文化財包蔵地ではないが、
　工事施工箇所等が
　①包蔵地に近接している場合
　②包蔵地の可能性が強いと判断される場合

・周知の埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地（遺跡）等の取扱い

・埋蔵文化財の所在状況を	
 把握するための分布調査	
・遺跡地図等への登載	
・住民等への周知の徹底	
　　　　　　　　　（法95条）	

工事等による遺跡の新規発見	

遺跡なし	

遺跡あり	

遺跡発見の届出（法第95条）	
 　　工事を行う場合の届出（民間＝法第93条）	
 　　工事を行う場合の通知（国の機関等＝法第94条）	

事業者との調整	

遺跡の性格範囲等を把握するための調査	
　　　　　　　　　　　　　　（予備調査）	

 新潟県の指示（民間＝法第93条第2項）	
 新潟県の勧告（国の機関等＝法第94条第2項）	

本調査の必要あり	

本調査の必要なし	

調査体制の確立　	

 発掘調査の届出（土木工事によるもの＝法第99条）	
 　　　　 （学術調査＝法第92条）	

工事中の立会い	

工事の内容・状況等から埋
蔵文化財への影響なし	

記録保存のための	
発掘調査（本調査）　	

 埋蔵文化財確認調査	
　（国庫補助対象事業）	

新潟県の指示・勧告　	

本調査終了	一部現状保存	現状保存	

史跡指定等	

重
要
䧴
遺
跡	

工　事　施　工	

重要な遺跡	

個人専用住宅（小店舗併	
用住宅も含む）の場合は	

国庫補助事業対象事業	

遺跡の有無確認調査（試掘調査）	


